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令和２年第３回北海道議会定例会に提案する条例案(９件)

＜一部改正条例＞

公衆浴場等の浴室設備の衛生管理関係…２件

No 条例案名 改正内容 施行期日

１ 公衆浴場法施行条例の一部を改正す 公衆浴場における衛生管理の一層 令和３年１月１日

る条例案（保健福祉部健康安全局食 の向上を図るよう、浴室設備の清潔

品衛生課（25-902）） 保持等のために必要な措置を講ずる。

・これまでの浴槽及びろ過装置に

加え、新たに気泡発生装置、配

管、集毛器などの定期的な清掃

及び消毒の措置を義務付ける。

・浴室で使用する水の水質管理の

徹底を義務付ける（水質基準の

適合義務化）。

・混浴の制限年齢を「12歳以上」

から「10歳以上」に引き下げる。

２ 旅館業法施行条例の一部を改正する 旅館業における衛生管理の一層の

条例案（保健福祉部健康安全局食品 向上を図るよう、浴室設備の清潔保

衛生課（25-902）） 持のために必要な措置を講ずる。

・これまでの浴槽及びろ過装置に

加え、新たに気泡発生装置、配

管、集毛器などの定期的な清掃

及び消毒の措置を義務付ける。

３ 北海道知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例案

（総務部人事局人事課（22-156））

○改正内容

地方自治法施行令の改正に鑑み、連合海区漁業調整委員会及び海区漁業調整委員会の委員につい

て道に対する損害賠償責任の一部を免責する際の責任負担額を改定する。

【責任負担額：（連合）海区漁業調整委員会の委員】

地方自治法施行令の改正による参酌基準の変更
免 責 額

→ 変更後の基準と同水準となるよう改定

（改定前） 基準給与年額 × ４ 委 員 の

（改定後） 基準給与年額 × ２ 委員の責任負担額
損害賠償

※ 基準給与年額・・・損害賠償責任の原因 （基準給与年額×ｘ）
責 任 額

となった行為を行った年度の給与相当額

（施行期日 令和２年12月１日）
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４ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

等に関する条例の一部を改正する条例案

（総合政策部情報統計局情報政策課（23-552））

○改正内容

個人番号の利用範囲に高等学校等の専攻科における教育に係る経済的負担の軽減を図るための支

援金及び給付金の支給に関する事務を加える。

(１) 個人番号利用事務の追加

ア 授業料の負担軽減を図るための支援金の支給事務

イ 授業料以外の教科書費等の経費の負担軽減を図るための給付金の支給事務

(２) その他

(１)の事務について、個人番号の本人確認のため、住民基本台帳ネットワークシステムを利用

できるようにする（住民基本台帳法施行条例の一部改正）。

（施行期日 令和３年４月１日）

５ 北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例案

（環境生活部くらし安全局道民生活課（24-152））

○改正内容

特定非営利活動促進法施行令の改正に鑑み、控除対象特定非営利活動法人の指定の基準となる寄

附金の額について休眠預金等交付金関係助成金の額を控除する。

・指定の基準となる判定基準寄附者に係る寄附金の額（年合計）

原則：寄附金≧3,000円

寄附者が助成金を提供している場合（新設）：寄附金－助成金≧3,000円

（施行期日 公布の日）

６ 北海道立学校条例の一部を改正する条例案

（教育庁学校教育局高校教育課（35-703））

○改正内容

新たに苫小牧支援学校及び札幌養護学校白桜高等学園を設置し、函館稜北高等学校等及び女満別
はくおう

高等学校を廃止（女満別高等学校は大空町に移管）するとともに、伊達高等学校の名称を変更する。

(１) 新設：苫小牧支援学校及び札幌養護学校白桜高等学園（白桜高等学園は札幌養護学校の分校）

(２) 廃止：函館稜北高等学校、女満別高等学校（大空町に移管）、幕別高等学校及び函館五稜郭

支援学校

(３) 名称変更：伊達高等学校（変更前） → 伊達開来高等学校（変更後）
かい き

（施行期日 令和３年４月１日）

法令の改正等に伴う規定の整備関係…３件

No 条例案名 改正内容 施行期日

７ 母子福祉資金等の償還の免除に関す 母子臨時児童扶養等資金及び父子 公布の日

る条例の一部を改正する条例案（保 臨時児童扶養資金について貸付実績

健福祉部子ども未来推進局子ども子 がなかったことに伴い、規定の整備

育て支援課（25-756）） を行う。

８ 肥料取締法の一部改正に伴う関係条 肥料取締法の改正に伴い、規定の 令和２年12月１日

例の整理に関する条例案（農政部農 整備を行う。

政課（27-102））

９ 北海道農政部手数料条例の一部を改 家畜伝染病予防法施行規則の改正 公布の日

正する条例案（農政部農政課（27- に伴い、規定の整備を行う。

102））


